
令和７年１２月２日以降に
医療機関・薬局の窓口で提示するものについて

※マイナ保険証を持っていない方で、高齢受給者証、限度額適用認定証又は特定疾病療養受療証を
お持ちの方は、それも併せてご提示ください。

※柔道整復師の施術所で提示するものについても同様です。

▼マイナ保険証を持っている方向けのQ&A

Q：何らかの事情でマイナ保険証で受付が出来ない場合やカードリーダーが設置されていない場合、
何を提示すればいいですか？

A：以下を提示してください。
・マイナンバーカード＋マイナポータルの資格情報画面（ダウンロードしたPDFファイルも可）(注1)
・マイナンバーカード＋資格情報のお知らせ(注2)

(注1)マイナポータルの資格情報を表示する方法は裏面をご参照ください。
なお、表示する方法が分からない場合、裏面掲載のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

(注2)「資格情報のお知らせ」は、加入者の方全員に紙媒体のものを事業所経由で（任意継続被保険者の方
は直接）交付しております。もし交付された記憶がない場合、まずは被保険者の方がお勤めの事業所
（任意継続被保険者の方は当組合）にお問い合わせください。
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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限
が切れた場合、お住まいの自治体の窓口にて
速やかに更新してください。
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